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    閉会 

 

〇荒木教育次長 

皆さんこんにちは。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

定足数に達しておりますので、令和８年第１回定例教育委員会を開会いた

します。 



はじめに、金﨑教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

〇金﨑教育長 

（教育長 挨拶） 

 

〇荒木教育次長 

次に、１２月１９日に開催いたしました、教育委員会の会議録につきまし

て御承認をお願いいたします。 

御承認頂けますでしょうか。 

ありがとうございました。 

令和７年第１２回定例教育委員会会議録につきましては承認されました。 

続きまして、次第４、報告でございます。 

まずは１２月２０日から本日までの教育行政報告でございます。 

資料は１ページをお願いいたします。 

初めに教育総務課です。 

１月２０日に長崎県市町村教育委員会連絡協議会第３回小委員会及び県と

の意見交換会がございました。 

２９日には、教職の魅力化作戦会議が開催され、いずれも教育長が出席を

しております。 

次に、学校教育課です。 

１２月２４日に町内小・中学校で２学期の終業式を、１月８日には３学期

の始業式を行っております。 

１月２７日には、公立高校入学者の特別選抜試験が実施され、本日、合格

発表が行われております。 

次に、生涯学習課です。 

１２月２１日、長与北まつりが開催されました。 

地域住民の触れ合いの機会として、名称を新たに再開され、ステージイベ

ントでは、日頃の活動の成果を生き生きと表現されておりました。 

１月１１日に、長与町はたちの集いを執り行いました。 

３６２名の皆さんが２０歳の節目を迎えられております。 

１月２５日には、高田まつりが開催されました。 

子どもたちによる演奏や郷土芸能を初めとして、住民皆様による演目が華

やかに披露されておりました。 

委員各位におかれましては、それぞれのイベントに御多忙の中、御出席頂

き、誠にありがとうございました。 

以上が教育行政報告になります。 



２点目の学校事故及び３点目の委任事項につきましては、報告すべき重要

事項等はございません。 

ここまでで、御質問等ございませんでしょうか。 

それでは次第５、議事に移りたいと思います。 

議事の進行を金﨑教育長にお願いいたします。 

○金﨑教育長 

では議案第１号、長与町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保

措置実施計画についての提案理由の説明を求めます。 

荒木教育次長。 

○荒木教育次長 

議案第１号、長与町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置

実施計画について、提案理由を申し上げます。 

資料は３ページからになります。 

学校が対応する課題が複雑化・困難化する中で、子どもたちによりよい教

育を実現するためには、教師が日々生き生きと子どもたちに向き合うことが

できる環境を整備するとともに、教職の魅力を向上させ、すぐれた人材を確

保することが不可欠でございます。 

そのため、学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導運営体制

の充実、教師の職務の重要性にふさわしい処遇改善を総合的に進めることを

目的として、いわゆる給特法の改正が行われたところでございます。 

この法律の中で、教育委員会に対し、教員の業務量の適切な管理と健康福

祉を確保するための措置を実施するための計画について、策定と公表並びに

実施状況の公表が義務づけられたことから、本計画を策定するものでござい

ます。 

詳細につきましては、理事より御説明申し上げます。 

○金﨑教育長 

鳥山理事。 

○鳥山理事 

会議資料に計画案の概要と計画案の冊子を挟み込んでおりますので、御参

照頂きながら説明をいたします。 

概要が４ページにございます。横向きになります。 

本町では、これまでも教育職員の長時間勤務を是正し、心身の健康を確保

するために、業務の見直しや改善に積極的に取り組んでまいりました。 

また、休日における町内全中学校の運動部活動を地域展開するとともに、

文化部活動を原則平日のみの活動とするなどの部活動改革も推進しておりま

す。 



こういった取組により、本町の教育職員の時間外在校等時間はかなり縮減

してきております。 

資料の９ページを御覧ください。 

本町の教職員で時間外在校等時間が年間５４０時間、月平均にしますと４

５時間を超過する教育職員の割合は、県の平均よりもかなり少ない状況にな

っております。 

しかしながら、まだゼロにはなっておりません。 

特に副校長、教頭の割合が少し高くなっており、そこの改善に努めている

ところでございます。 

国が目標とする時間外在校等時間は、年間３６０時間、月平均３０時間と

なっております。 

１０ページを御覧ください。 

月平均３０時間を超過する本町の教育職員の割合は、県平均よりも多くな

っております。 

３０％を超える割合となっております。 

また、その下の表を御覧頂きますと、本町の教育職員が、業務を自宅のほ

うに持ち帰っている割合になっております。 

教育職員の８割以上が持ち帰り仕事があると回答しており、そのうちの半

数以上が、平日は１時間前後、休日は１～２時間程度の持ち帰り仕事を行っ

ている状況が浮き彫りになりました。 

このような本町の現状を踏まえ、本町の教育職員の心身の健康を確保し、

教育の質の向上を図るとともに、国の目標を達成することを目指して、本計

画の数値目標を定めております。 

計画案の１１ページを御覧ください。 

時間外在校等時間に関する目標としまして、令和１１年度末までに、１年

間の時間外在校等時間が年間３６０時間、月平均３０時間以内の教育職員

の割合を１００％にします。 

２つ目、令和８年度末までに、１箇月時間外在校等時間が４５時間以下の

教職員の割合を１００％にし、令和１２年度末までに段階的に３０時間以下

の教育職員の割合を１００％にしてまいります。 

ワークライフバランスに関する目標としまして、令和１２年度末までに、

平日、休日を問わず、月の半分は持ち帰り仕事がないと回答する教育職員の

割合を１００％にしたいと考えております。 

また、年間を通じて計画的な休暇取得を推奨し、全ての教育職員の年次休

暇の取得日数を年間１４日以上になるようにします。 

１年間に２０日間付与されますのでその７割以上は、取得できるようにし



たいと考えております。 

次のページを御覧ください。 

働きがいに関する目標としまして、教育職員のアンケートを行い、「働き

やすさ」に関する観点項目について、肯定的な回答をする教育職員の割合を

９０％以上、また「働きがい（仕事への誇り・満足度等）」に関する観点項

目について、肯定的な回答をする教職員の割合を９０％以上にすることを目

指してまいりたいと思っております。 

この計画は町の総合計画等とあわせて、５年間をかけて行っていきたいと

考えております。 

次に、資料１４ページを御覧ください。 

先ほど申し上げました数値目標を達成するために様々な取組を進めていき

たいと思いますが、これまでに取り組んできたものをまずは充実・深化させ

ていきたいと思っております。 

加えて、新たな取組としまして、１４ページにありますように、週当たり

の授業時数、現在２９時間（２９コマ）の授業を行っておりますが、それを

２コマ削減して、２７コマにいたします。 

これにより、教育職員の週当たりの授業準備や教材研究、２コマ分２時間

分は、確実に削減されます。 

また、２時間授業がないことにより、放課後の時間が２時間増加すること

になり、教育職員のゆとりやその他の業務をする時間に活用することができ

ます。 

また、給特法に伴って改正された指針に示されている業務の３分類という

ものがございます。 

学校がこれまで行っていた業務の中には様々な業務がありますが、保護者

や地域に返していい業務、また、学校が行わないといけない業務もございま

す。資料は１５ページから１６ページのところになります。 

教師以外が積極的に参画すべき業務や、教師の業務だが負担軽減を促進す

べき業務等が、幾つか示されております。 

その中で、本町の実情に合うものを選んで、掲げてございます。 

保護者や地域住民の皆様と共有し、責任を分かち合い、相互に連携協力を

図ることにより、教育職員の負担を軽減してまいりたいと思っております。 

そして、教師でなければできない学習指導や生徒指導に注力できるように

してまいりたいと考えております。 

さらに、健康及び福祉に関する取組としまして、１７ページです。 

メンタルヘルス対策の強化や、ハラスメント対策の徹底に努めてまいりた

いと考えております。 



また、１８ページを御覧ください。 

本計画が絵に描いた餅にならないように、学校現場で着実に実行していく

ためには、教育委員会が主体となり、町長部局をはじめ、家庭や地域、関係

機関等との連携協働が不可欠になると考えます。 

本計画の実効性と持続性を担保するため、学校の管理職を通じて教育職員

へのこの計画の周知徹底を図り、教育職員一人一人が、本計画の当事者とし

て自身はもとより、同僚のメンタルヘルスや、よりよい職場環境の醸成に資

するよう働きかけてまいります。 

加えて、学校に対して必要に応じた持続的な人的、物的支援を行ってまい

ります。 

また、本計画は、保護者の皆様や地域住民の皆様の理解と協力なしにはな

し得ません。 

そこで、町のホームページや広報紙等、保護者会等を通じて丁寧に説明し

理解を促してまいりたいと考えております。 

また、家庭・学校・地域が互いの立場を尊重し、児童生徒を真ん中に据え

て支え合うチーム長与町の意識を醸成し、地域総がかりで学校を支える機運

を高めてまいりたいと考えております。 

さらに、本計画の成果をより確かなものにするために、実施状況を常に確

認し、その効果を検討しながら、よりよい方向へ改善を進めてまいりたいと

考えております。 

１９ページを御覧ください。 

そのため、統合型校務支援システム等を活用して、在校等時間を正確に把

握、分析し、必要な対策を講じてまいります。 

また、ストレスチェックやアンケート調査を定期的に実施し、数値だけで

は表れにくい、働きやすさや働きがい、職場の雰囲気といった質的な側面に

ついても重視してまいりたいと考えております。 

毎年度の点検評価結果については、法にも示されておりますので、定例教

育委員会の報告を経て、本町のホームページ等で広く公表してまいりたいと

思っております。 

総合教育会議等においても、実施状況を報告し、町長部局とともに現状や

課題を共有し、予算措置や例規整備等における連携を強化し、町全体で学校

現場を支える体制を築いていきたいと考えております。 

また、本計画の評価、改善の過程において、実際の生の教職員の声を大事

にしていきたいと考えております。 

各学校で行われている安全衛生委員会を活性化するとともに、そこで挙が

った声を校長会や教頭会を通じて把握し、計画の改善、実行をよりよいもの



にしていきたいと考えております。 

以上長くなりましたが、説明は以上になります。 

御審議よろしくお願いいたします。 

○金﨑教育長 

  では議案第１号について質疑はございませんか。 

  廣田委員。 

○廣田委員 

働き方改革ということで、以前すごく叫ばれていたのですが、しばらくそ

れがピタッと止まった時期がありました。 

どうしてかと考えたのですが、結局、理想とするものと学校内部でのこと

が一致しないということ。 

それから、正直にアンケートに答えている職員は、管理職も含めて、ほと

んどいないということ。 

それが現場で、働き方改革は実際には進まないよねっという声に変わって

いったのだと思っております。 

今回は、給特法とか結局手当ての面ですよね。手当を少しずつ増やしてい

って、その働き方に見合った報酬を教職員にもあげようということが少し変

わってきたというだけで、あとは何も変わっていません。 

それで、週に２時間の授業時数を削減することで、何が１番の問題かと言

えば、教育内容がほとんど変わっていないのに、時間だけ短くして、その部

分をどうやって教職員が処理していくか。 

学校にいる時間は短くしなさい、目標はこれですよ、でも教えないといけ

ないこと、自分たちがやらないといけないことを地域にお願いしますと言っ

てもなかなか理解していただけないこと、どうしたら本当にこの時間を削減

して無理なく、やっていけるのかというところを具体的に表すには、現在こ

ういう職務がある、こういうことをしている、時間がかかっているのはこの

部分だ、だからこれをこんなふうに改善してこの無駄を省きますという、具

体的な計画を各学校で作成していただく。それも管理職がするのではなく、

先生、教職員の皆さんで代表を出していただき、立てた計画を教育委員会が

把握されて、これだったら、実際に実現できるな、この目標に近づいていけ

るな、こういうところはやっぱり無理なのだな、ちょっと学校や先生方きつ

いかな、というところを工夫していく。今までやってきたができなかった、

とてもきつい仕事だと思いますが、そこにメスを入れて内容を変えないとい

けない。 

目に見えて、時間削減になっているため、正直に言うと私も残業たくさん

していたのに報告するときには、ちょっと少なめに報告しようかという時期



がございました。きっとこれから取り組まれると思いますが、もうちょっと

踏み込んで、ぜひ取組をお願いしたいなと思います。 

○金﨑教育長 

鳥山理事。 

○鳥山理事 

ありがとうございます。 

御提言と御心配、肝に銘じて次年度からの働き方改革に、それが上から下

ろされる働き方改革ではなくて、みんなで作りあげる働き方改革、それも学

校だけではなくて、地域や保護者の皆様の力を借りながら、学校の先生のた

めにとか、今度は逆に地域のために、家庭のためにというような、相互連携

した取組にしてまいりたいと思っております。 

廣田委員が１番心配されている２時間の削減で、子どもたちの学びはどう

なるのかというところも御心配かと思いますが、２９コマでしていたのは、

３５週で計算しておりましたが、実際には学校は４０週から４１週ございま

す。 

それで平準化していくと２７コマとなり、今までやっていた総授業時数は

変わりません。 

平準化し２７コマになることで、これまで６時間の授業が週に４回だった

ところが、週に２回にできます。 

５時間が３回になるっていうことは、子どもたちにとってもいいと思いま

すし、教職員にとってもいいと思います。 

もちろんそこの中で、放課後少し低位のお子さんに学びを深めてあげよう

というような時間にも活用できますし、様々な教育活動の展開も促されるか

と思っております。 

先ほど廣田委員がおっしゃったように、あくまでも全体計画であり、そし

てこれを各学校の教育活動の中に落とし込んでいき、そして、それぞれの役

割を明確にして、実行していかないといけないと思ったところでございます。 

○金﨑教育長 

ほかにございませんか。 

承認ということでよろしいでしょうか。 

承認と認めます。 

続きまして議案第２号、令和８年度学校給食費の額についての提案理由の

説明を求めます。 

荒木教育次長。 

○荒木教育次長 

議案第２号、令和８年度学校給食費の額について、提案理由を申し上げま



す。 

資料は２１ページからになります。 

昨年１２月２２日に開催されました学校給食運営委員会において、教育委

員会からの諮問により審議された令和８年度の給食費について、答申があり

ましたので、御報告し、令和８年度の学校給食費の額について承認をお願い

するものでございます。 

給食費につきましては、過去２か年において物価高騰の影響を踏まえ、段

階的に値上げを実施してきたところでございます。 

令和８年度におきましては、物価上昇ペースの鈍化が予測されているもの

の、引き続きの影響を鑑み、１食当たりの額を令和７年度から据え置くこと

といたします。 

一方、給食の実施回数について、小学校においては、実情に応じ、現行１

８６回から１８２回に変更しております。 

これにより、給食費月額は小学校が５,０４７円、中学校が５,７６０円と

なります。 

なお、教育委員会といたしましては、保護者の負担軽減を考え、これまで

同様、物価高騰対応臨時交付金を活用し、保護者には１食当たり令和５年度

と同じ金額をお支払い頂くようにいたします。 

加えて、現在国において、給食費の負担軽減に係る交付金の創設が来年度

実施に向けて検討されており、この制度が実施されれば、本町小学校の給食

費については、保護者負担がゼロになることを申し添えます。 

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○金﨑教育長 

議案第２号についての質疑はございませんか。 

承認ということでよろしいでしょうか。 

承認と認めます。 

続きまして議案第３号、第２期長与町地域スポーツ活動推進計画について

の提案理由の説明を求めます。 

荒木教育次長。 

○荒木教育次長 

議案第３号、第２期長与町地域スポーツ活動推進計画について、提案理由

を申し上げます。 

資料は、２３ページからになります。 

文部科学省では、令和８年度から令和１３年度までの６年間を新たに改革

実行期間と位置づけ、部活動の地域展開等の全国的な実施を推進することと

されております。 



このことを踏まえ、令和５年１２月２２日に策定いたしました。 

長与町地域スポーツ活動推進計画について、休日の地域スポーツ活動と、

平日の自主的な部活動のハイブリッドモデルを構築するなど、内容を改め、

令和８年度からの長与町立中学校、義務教育学校後期課程の運動部活動の地

域展開に係る方針について、第２期計画として定めるものでございます。 

詳細につきましては、担当課長より御説明申し上げます。 

○金﨑教育長 

  中尾生涯学習課長。 

○中尾生涯学習課長 

それでは第２期長与町地域スポーツ活動推進計画について御説明いたしま

す。 

２４ページからになります。 

次長の説明とちょっとかぶる部分もありますけど、再度お話をしたいと思

います。 

本計画は令和５年１２月２２日に認定されました令和７年度までの長与町

地域スポーツ活動推進計画の第２期計画であり、生涯スポーツ社会の実現に

向けた地域スポーツ活動への進化を示す計画となっております。 

主に第１期から変更になった部分を重点的に御説明したいと思います。 

１．の部分になります。 

こちらでは、令和５年度から長与町立中学校の運動部活動について、全て

地域展開を行い、生涯にわたってスポーツに親しむ環境を目指してきており、

今後もこの進化を続けていくとしております。 

加えて令和８年度から令和１３年度までを改革実行期間とし、これまでの

休日の取組と平日の自主的な部活動のハイブリッドにより活動のさらなる充

実を図り、中学生世代にとらわれない持続可能な地域スポーツ活動が実施で

きる環境を目指すとしております。 

２．運動部活動の地域展開につきましては、国が令和７年１２月に部活動

改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン、こちらを

策定したことを踏まえ、本町の実情に合わせて創意工夫を凝らし、生徒や保

護者等の理解を得ながら、地域展開を進め、休日の地域スポーツ活動と、平

日の自主的な部活動のハイブリッドモデルを構築するとしております。 

３．推進体制では、教育委員会、町、町立中学校、長与スポーツクラブ、

町スポーツ協会、町スポーツ推進委員等に令和８年４月から開校する高田学

園を加えるとともに、新しく長与町教育委員会が設定した基準を満たし、長

与町教育委員会から認定を受けた認定地域クラブが参画するよう、加えられ

ました。 



なお地域認定クラブの取扱いにつきましては、この後、議案として上程さ

れております。 

４．参加対象者は、以前の長与町立中学校の生徒に加え、小学校の児童及

び中学校の卒業生が参加できることを妨げないとしておりますが、小学校の

児童が参加する場合には、心身ともに無理のない活動とすることとしており

ます。 

５．地域スポーツ活動の受け皿は、長与町教育委員会から認定を受けた認

定地域クラブとするとしております。 

６．のスポーツ種目は変更ありません。 

次のページ２６ページになります。 

７．活動場所、長与町立中学校の学校体育施設と長与町立スポーツ施設等

で変更はありませんが、利用の際の優先利用及び減免等の措置を講じること

を明記しております。 

８．指導者では、指導を行うのは有資格者のみとしております。 

それ以外は以前のとおりとなっております。 

９番の活動時間及び適切な休養日等の設定も以前のとおりとなっておりま

す。 

１０番、大会の参加等についても変更はありません。 

次のページ２８ページになります。 

１１番、地域スポーツ活動に係る経費も変更はありません。 

１２番、平日の部活動につきましては、今回新しく追加された項目になり

ます。 

（１）平日の部活動は教育課程外ではありますが、「生きる力」伸長のた

め、「主体的、対話的で深い学び」を具現化することができる貴重な場と捉

え、生徒による自主的な活動を中心的に行うこと。 

（２）目標と活動計画はキャプテンを中心とした参加生徒により決定され

ること。 

（３）顧問は期間における目標と活動計画や日々の活動の支援及び中体連、

主催大会の申し込み、引率、運営に関わること。 

（４）部活動支援員である、小学校の体育専科教員は、日々の活動の支援

の中心的な役割を果たすこと。 

（５）部活動は、主に５時間授業日に週３日実施すること及び活動時間は

開始から、１６時３０分までとすること。 

（６）教職員は部活動支援が超過勤務の主たる要因とならないように留意

すること。 

（７）小学校の児童が参加することを妨げないこと。 



（８）長与町立中学校の部活動方針は別途定めること。 

以上８項目を新しく掲げております。 

１３番の部活動地域展開コーディネーターの役割は変更ありません。 

１４番のその他も変更ありません。 

以上が２期計画の御説明となります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○金﨑教育長 

  議案第３号について質疑はございませんか。 

廣田委員。 

○廣田委員 

これまでと変わっていることは、小学校の児童とか卒業生も一緒にできる

ようになったということですよね。 

それができるようになったことで、地域に拡大していくという明確な意思

が示せると思いますのでとてもいいことだと思います。しかし中学校が平日

学校の中で部活動を行う、その部活動のことは学校とそれからそれをやって

いる生徒たちに任せますよという場合、やはり前からあったように中体連で

頑張って力を発揮したいということと、休日のこの地域での展開とに、すご

く差があるように感じますが、意見が出ていることはないでしょうか。 

○金﨑教育長 

  中尾生涯学習課長。 

○中尾生涯学習課長 

はい、声としてはやはり両方あるというのは私どもも認識しております。 

どうしても競技スポーツとして進めたいという方と、スポーツを楽しむ、

生涯スポーツとしてやっていきたいという方、両方いらっしゃるというのは、

存じ上げております。 

町といたしましてはスポーツが楽しいものだということを明確にしていく

とともに、勝つということもプラスして考えていければと思っております。

以上です。 

○金﨑教育長 

廣田委員。 

○廣田委員 

  意識を変えることはとても大変なことですが、どうぞよろしくお願いしま

す。 

○金﨑教育長 

ほかにございませんか。 

承認ということでよろしいでしょうか。 



承認と認めます。 

○金﨑教育長 

続きまして議案第４号認定地域クラブ活動の認定に関する要綱についての

提案理由の説明を求めます。 

荒木教育次長。 

○荒木教育次長 

議案第４号認定地域クラブ活動の認定に関する要綱について、提案理由を

申し上げます。 

資料は３１ページからになります。 

部活動の地域展開により実施される地域クラブ活動については、競技力向

上を主目的としたチーム、スクール等々の区別や、質の担保等の観点から、

令和８年度より、市区町村等において認定を行う仕組みを構築することとさ

れております。 

本要綱は、「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガ

イドライン」に示される地域クラブ活動に関する認定制度に基づき、地域ク

ラブ活動の認定を行うに当たり、認定の要件や手続と必要な事項を定めるも

のでございます。 

詳細につきましては、担当課長より御説明申し上げます。 

○金﨑教育長 

 中尾生涯学習課長。 

○中尾生涯学習課長 

それでは長与町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱について御説明い

たします。 

３２ページになります。 

まず第１条では、趣旨を定めております。 

この要綱は、文部科学省が定めた「部活動改革及び地域クラブ活動の推進

等に関する総合的なガイドライン」に基づき、教育委員会が地域クラブ活動

の認定を行うための必要な事項を定めるものとしております。 

第２条では、認定要件として、（１）学校部活動が担ってきた教育的意義

を継承発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に

参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するもの

であること。 

（２）適切な活動時間や休養日が設定されていること。 

（３）活動の維持運営に必要な範囲で可能な限り低廉な参加費等が設定さ

れていること。 

（４）適切な指導の実施体制が確保されていること。 



（５）適切な安全確保の体制が確保されていること。 

（６）適切な運営体制が確保されていること。 

（７）学校等との連携が適切に行われていること。 

以上７項目が掲げられております。 

同条第２項では、こちらの判断基準を第３項では、指導者の登録研修につ

いて定めております。 

第３条、認定申請では、認定に係る提出必要書類を定めております。 

次のページ３３ページになります。 

第４条、認定手続では、申請があった場合は、必要に応じてヒアリング、

現地確認等を行った上で、申請内容を審査して認定を行うとともに、必要と

認めるときは、追加の説明資料を求めることができることとしております。 

同条第２項では、教育委員会が、自ら地域クラブ活動の運営団体、実施主

体となり、認定要件に沿って地域クラブ活動を実施することができることと

しております。 

第５条では活動の認定不認定の通知について、第６条では認定の有効期間

について、第７条では変更事項の届出について、第８条では変更休止の申出

について、第９条では活動認定の取消しの届出について掲げられております。 

第１０条では、活動認定の取消しとして前条の申出のみならず、次のペー

ジにも続きます、不正な手段等で認定を受けたときや、教育委員会が助言、

指導をしたにもかかわらず、その改善を期待することができないと認められ

るときには、認定を取り消すものとして、第２項でその旨の通知を行うもの

と定めております。 

１１条、１２条では、教育委員会が定期的な報告、ヒアリング、現地確認

等により、認定地域クラブ活動の取組状況等を把握し、必要な指導、助言等

を行うとともに、認定地域クラブ活動に対し、生徒保護者等に対する情報提

供、財政上の支援、学校施設等の優先的な利用に関する配慮、その他の認定

地域クラブ活動への運営に関する支援、認定地域クラブ活動への従事を希望

する教師等の兼職及び兼業の促進、学校と連携を行うものとしております。 

条文は以上となります。 

３５ページ以降は、各種様式になります。 

以上、要綱の説明となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○金﨑教育長 

議案第４号について質疑はございませんか。 

古賀委員。 

○古賀委員 

この長与町認定地域クラブ活動というのは、その種目によってなのか、各



地域の学校区内によってなのか、どういった団体になるのかということにつ

いて、御説明をお伺いしたいと思います。 

○金﨑教育長 

中尾生涯学習課長。 

○中尾生涯学習課長 

現在行っておりますＮＳＣは、団体の一つとして認定されるものとなりま

す。今後はそれ以外でも、私の認識としては、町が認定すれば各スポーツ等

でも構いませんし、それぞれの新しい団体をつくっていただいて、この活動

を行っていくことが可能と思いますので、様々な形態でやっていくものと考

えております。 

○金﨑教育長 

古賀委員。 

○古賀委員 

はい、ありがとうございます。 

ということは、幾つもの団体が認定を受けることができて活動ができると

いうことで、いろんなスポーツも取り入れた団体もあれば、陸上なら陸上だ

けの団体もあるという認識でよろしいのでしょうか。 

○金﨑教育長 

中尾生涯学習課長。 

○中尾生涯学習課長 

教育委員会が認定すればそれも可能だとは考えております。 

以上です。 

○金﨑教育長 

承認ということでよろしいでしょうか。 

承認と認めます。 

全ての議事が終わりましたので、進行を事務局にお返しします。 

○荒木教育次長 

続きまして、次第６、その他の議事でございますが、事前に準備している

ものは特段ございません。 

委員の皆様から何かございましたらお願いいたします。 

○仁田委員 

高田学園開校、開設まで、ちょうど２か月になったと思います。詳しいこ

とまでは構いませんが、概要といいますか、今現在の流れや高田学園の仕

組み等、順調に進んでいるのかということが気になるところであります。 

教えてください。 

○鳥山学校教育課理事 



昨日、第５回の高田の未来を語る会が、開催されたようでございます。 

その中で、開校要覧が校長先生から配布され、こういう仕組みで４月を迎

えますという説明がなされました。その中では、百合野校舎とさくらの校舎

二つの校舎で開校しますが、１年生から４年生までをファーストステージ、

５年生から中１に当たります７年生までをセカンドステージ、８年生・９年

生をサードステージと銘打って、三つのステージで子どもたちをよりよい方

向に成長させていこうというステージ制が採用されるようでございます。 

開校要覧については、高田中、高田小の保護者の方にｔｅｔｏｒｕという

連絡システムで配信されておりますので、家庭のほうに届いているかと思い

ます。 

また、高田学園の入学説明会においても、その資料を使って説明がなされ

ることになっています。 

もしよろしければ後ほど、開校要覧を委員の皆様に配付したいと思います。 

目を通していただければ幸いです。 

以上でございます。 

○仁田委員 

はい、ありがとうございます。 

ぜひその要覧を拝見したいと思います。 

２か月というリミットありますけれども順調に進んでいるようなので、安

心いたしました。 

ありがとうございました。 

○荒木教育次長 

他にございませんでしょうか。 

事務局のほうは何かあります。 

ないようでございますので、これをもちまして本日の定例教育委員会を閉

会いたします。 

お疲れさまでした。 


